
就労系サービスにかかる在宅支援の利用申請について 

 

★ 在 宅 で の サ ー ビ ス を 提 供 す る 際 は 、以 下 の 要 件 を 全 て 満 た す 必 要 が あ り ま す  

 

※ 要 件 を 満 た さ な い と 判 断 し た 場 合 は 、 サ ー ビ ス 費 の 返 還 を 求 め ま す  

 

①  在 宅 で の 作 業 活 動 、 訓 練 等 の メ ニ ュ ー を 確 保 す る こ と  

②  
１ 日 ２ 回 以 上 の 連 絡 、 助 言 ま た は 進 捗 状 況 の 確 認 等 そ の 他 支 援 を 行 い 、 日 報 を  
作 成 す る こ と  

③  緊 急 時 の 対 応 が で き る こ と  

④  
作 業 活 動 、訓 練 等 を 行 う 上 で 疑 義 が 生 じ た 際 の 照 会 等 に 対 し 、随 時 訪 問 や 連 絡 に

よ る 必 要 な 支 援 が 提 供 で き る 体 制 を 確 保 す る こ と  

⑤  
事 業 所 職 員 に よ る 訪 問 、 在 宅 利 用 者 に よ る 通 所 、 又 は 電 話 ・ パ ソ コ ン 等 の ICT 

機 器 の 活 用 に よ り 、 評 価 等 を １ 週 間 に つ き １ 回 は 行 う こ と  

⑥  

原 則 と し て 1 ヶ 月 の 利 用 日 数 の う ち １ 日 は 事 業 所 職 員 に よ る 訪 問 又 は 在 宅 利 用

者 に よ る 通 所 に よ り 、在 宅 利 用 者 の 居 宅 又 は 事 業 所 内 に お い て 訓 練 目 標 に 対 す る

達 成 度 等 の 評 価 を 行 う こ と  

※ ⑤ が 通 所 に よ り 行 わ れ 、 あ わ せ て ⑥ の 評 価 等 も 行 わ れ た 場 合 は ⑥ に よ る 通 所  

 と し て 置 き 換 え て 差 し 支 え な い  

⑦  
個 別 支 援 計 画 書 に 在 宅 支 援 の 実 施 及 び そ の 内 容 に つ い て 記 載 し 、利 用 者 よ り 同 意

を 得 て い る こ と  

⑧  運 営 規 定 に 在 宅 で の 訓 練 内 容 及 び 支 援 内 容 が 明 記 さ れ て い る こ と  

⑨  
通 常 の サ ー ビ ス 利 用 と み な さ れ 利 用 者 負 担 額 が 発 生 す る こ と に つ い て 、利 用 者 へ

説 明 を 行 う こ と  

 
 
 
 
 
 
 
 



【流れ】  
１  原 則 在 宅 支 援 の 利 用 開 始 日 ま で に 申 請 書 類 を 提 出 し て く だ さ い  
 
 
２  申 請 書 の 提 出 後 、 在 宅 支 援 の サ ー ビ ス 提 供 を 行 っ て く だ さ い  
 
 
３  毎 月 １ ０ 日 ま で に 「 対 象 者 名 簿 」 を 市 へ 提 出 し て く だ さ い  
 
 
【Q&A】 

 

問 １  申 請 書 を 提 出 し た 後 、 三 木 市 か ら 通 知 書 等 は 届 き ま す か ？       

 

(答 ) 申 請 書 の 提 出 を も っ て 「 受 理 」 と し ま す の で 、 市 か ら 通 知 書 等 は 発 行  

   し ま せ ん 。 申 請 書 類 に 不 備 が あ っ た 場 合 の み 連 絡 し ま す 。  

 

問 ２  申 請 書 が 受 理 さ れ た 後 、 受 給 者 証 は 再 発 行 さ れ ま す か ？        

 

(答 ) 申 請 書 受 理 後 に 再 発 行 は 行 い ま せ ん 。 次 回 福 祉 サ ー ビ ス の 更 新 時 に  

   受 給 者 証 に 「 在 宅 利 用 」 と 印 字 さ れ る よ う 市 で 処 理 を 行 い ま す 。  

 

問 ３  申 請 書 の 提 出 は 定 期 的 に 必 要 で す か ？                

 

(答 ) 継 続 し て 在 宅 支 援 が 必 要 と 判 断 さ れ る 場 合 は 、 在 宅 利 用 者 の 福 祉 サ ー  

ビ ス 更 新 時 に 再 度 申 請 書 類 一 式 を 提 出 し て く だ さ い 。  

 

問 ４  利 用 者 が 在 宅 支 援 を 終 了 し た 際 、 何 か 届 出 は 必 要 で す か ？       

 

(答 ) 在 宅 支 援 を 終 了 し た 際 の 届 出 は 必 要 あ り ま せ ん 。  

 

 



問 ５  在 宅 支 援 を 行 っ た 場 合 「 在 宅 時 生 活 支 援 サ ー ビ ス 加 算 」 の 算 定 は  

   で き ま す か ？  

 

(答 ) 在 宅 支 援 を 行 っ た だ け で は 算 定 す る こ と は で き ま せ ん 。  

 

居 宅 に お い て 支 援 を 受 け る こ と を 希 望 す る 者 で あ っ て 、 か つ 、 当 該  

支 援 を 行 う こ と が 効 果 的 で あ る と 市 町 村 が 認 め る 者 に 対 し 、 当 該 事 業  

所 が 費 用 を 負 担 す る こ と で 、 在 宅 利 用 者 の 居 宅 に 居 宅 介 護 事 業 所 や 重  

度 訪 問 介 護 事 業 所 に 従 事 す る 者 を 派 遣 し 、 居 宅 で の 利 用 者 の 生 活 に 関  

す る 支 援 を 提 供 し た 場 合 に 算 定 さ れ る 加 算 で す 。  

 

当 該 加 算 に つ い て は 、 居 宅 介 護 や 重 度 訪 問 介 護 を 利 用 し て い る 者 で  

あ っ て 、 就 労 移 行 支 援 ・ 就 労 継 続 支 援 （ Ａ 型 ・ Ｂ 型 ） を 居 宅 で 利 用  

す る 際 に 、 支 援 を 受 け な け れ ば 居 宅 で の 利 用 が 困 難 な 場 合 に 加 算 す  

る こ と と さ れ て い ま す 。  

※ 三 木 市 で 支 給 決 定 が 必 要 と な り ま す 。 心 当 た り の あ る 場 合 は お 問  

い 合 わ せ く だ さ い 。  

 

問 ６  申 請 書 の 提 出 を 忘 れ て い た 場 合 は ど う す れ ば 良 い で す か ？       

 

(答 ) 速 や か に 三 木 市 へ 申 請 書 を 提 出 し て く だ さ い 。  

   在 宅 支 援 を 行 っ た 際 の サ ー ビ ス 費 請 求 に つ い て は 、 原 則 、 市 へ 申 請 書  

   を 提 出 し た 後 か ら に な り ま す 。 申 請 書 提 出 前 に 行 っ た 在 宅 支 援 に つ い  

   て は 、 請 求 対 象 外 と な り ま す の で 、 場 合 に よ っ て は サ ー ビ ス 費 の 返 還  

   を 求 め ま す 。  

 

 

問 い 合 わ せ 先  

 

三 木 市 役 所  障 害 福 祉 課  障 害 者 支 援 係  

 

【 電 話 】 0794-82-2000(代 表 ) 

【 FAX】 0794-89-2449 


